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【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ 401/00    ＣＳＰ　
   Ｃ０７Ｆ   7/18    　　　Ｗ
   Ａ６１Ｋ  31/592   　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/28    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/00    　　　　
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   Ａ６１Ｐ  37/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ  29/00    １０１　
   Ａ６１Ｐ  11/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/16    　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/10    　　　　
   Ａ６１Ｐ  21/04    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月17日(2008.11.17)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式Iを有する化合物：
【化１】

 (式中、X1およびX2は、個々に、Hおよびヒドロキシ保護基から選ばれる)。
【請求項２】
　X1およびX2が、双方ともヒドロキシ保護基である、請求項１記載の化合物。
【請求項３】
　X1およびX2が、双方ともt-ブチルジメチルシリル基である、請求項２記載の化合物。
【請求項４】
　X1およびX2が双方ともHであり、前記化合物が下記の式IAを有する、請求項１記載の化
合物：
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【化２】

【請求項５】
　有効量の請求項４記載の化合物および製薬上許容し得る担体を含む製薬組成物。
【請求項６】
　前記有効量が、前記組成物のグラム当り約0.01μg～約1mgの前記化合物を含む、請求項
５記載の製薬組成物。
【請求項７】
　前記有効量が、前記組成物のグラム当り約0.1μg～約500μgの前記化合物を含む、請求
項５記載の製薬組成物。
【請求項８】
　生物学的症状を患っている対象者を治療するための製薬組成物であって、有効量の請求
項４記載の化合物を含み、前記生物学的症状が、乾癬；白血病；結腸がん；乳がん；前立
腺がん；多発性硬化症；狼瘡；糖尿病；宿主対移植片反応；臓器移植拒絶反応；関節リウ
マチ、ぜんそくまたは炎症性腸疾患から選ばれた炎症性疾患；しわ、適切な皮膚締まりの
欠如、適切な皮膚水和の欠如または不十分な皮脂分泌から選ばれた皮膚症状；腎性骨ジス
トロフィー；または骨粗しょう症から選ばれることを特徴とする製薬組成物。
【請求項９】
　乾癬；白血病；結腸がん；乳がん；前立腺がん；多発性硬化症；狼瘡；糖尿病；宿主対
移植片反応；臓器移植拒絶反応；関節リウマチ、ぜんそくまたは炎症性腸疾患から選ばれ
た炎症性疾患；しわ、適切な皮膚締まりの欠如、適切な皮膚水和の欠如または不十分な皮
脂分泌から選ばれた皮膚症状；腎性骨ジストロフィー；または骨粗しょう症から選ばれる
生物学的症状の治療用医薬品の製造における、請求項４記載の化合物の使用。
【請求項１０】
　X1およびX2が双方ともHであり、前記化合物が下記の式IBを有する、請求項１記載の化
合物：
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【化３】

【請求項１１】
　生物学的症状を患っているヒト以外の対象者の治療方法であって、該対象者に有効量の
請求項４又は２０記載の化合物を投与することを含み、前記生物学的症状が、乾癬；白血
病；結腸がん；乳がん；前立腺がん；多発性硬化症；狼瘡；糖尿病；宿主対移植片反応；
臓器移植拒絶反応；関節リウマチ、ぜんそくまたは炎症性腸疾患から選ばれた炎症性疾患
；しわ、適切な皮膚締まりの欠如、適切な皮膚水和の欠如または不十分な皮脂分泌から選
ばれた皮膚症状；腎性骨ジストロフィー；または骨粗しょう症から選ばれることを特徴と
する治療方法。
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